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午後 １時３０分 開 会 

〇長沼達彦議長 ただ今から、令和７年１２月甲府地区広域行政事務組合議会定例会を 

開会いたします。これより本日の会議を開きます。報告事項を申し上げます。本定例会

に提出する議案につき、管理者から通知がありました。提出議案は、議事日程記載の日

程第３ 議案第１６号から日程第９ 議案第２２号でありますので、朗読を省略いたし

ます。 

次に、管理者から議会に報告すべき事項であります。報第３号が提出されました。お

手元に、配布いたしてあります報告事項により、御了承願います。 

次に、監査委員から令和６年度分の令和７年２月末、３月末、４月末、５月末及び令

和７年度分の４月末、５月末、６月末、７月末の例月現金出納検査報告書が提出されま

した。お手元に配布いたしてあります報告書により、御了承願います。 

次に、欠席者の報告を申し上げます。新海一芳議員は、一身上の都合により、欠席す

る旨の届出がありました。以上で報告を終わります。 

議会における発言につきましては、議案の範囲の中での発言をお願いし、円滑な議事

進行に御協力をお願いいたします。 

これより日程に入ります。日程第１会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議

員には会議規則第１３５条の規定により、藤原伸一郎議員、清水和弘議員を指名いたし

ます。 

次に、日程第２会期決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今期定例

会の会期は本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

御異議なしと認めます。よって会期は、本日１日間とすることに決しました。 

次に、日程第３ 議案第１６号から日程第９ 議案第２２号までの７案を一括議題と

いたします。管理者から提案理由の説明を求めます。 

（樋口雄一管理者 登壇） 

〇樋口雄一管理者 本日の組合議会定例会に提案いたしました案件につきまして、御説

明申し上げます。 

まず、議案第１６号専決処分については、消防本部及び南消防署庁舎の空調設備が故

障し、勤務する職員の健康及び業務へ多大な影響を及ぼすことから、空調設備の修理等
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をするにあたり、予算を追加するための補正を必要としますが、組合議会を招集する時

間的余裕がありませんでしたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を行い同条第３項の規定により議会の承認を求めるものであります。 

次に、議案第１７号令和６年度甲府地区広域行政事務組合各会計別決算の認定につい

ては、令和６年度の一般会計並びに消防事業特別会計、国母公園管理事業特別会計に係

る決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定を求めるもの

であります。 

次に、議案第１８号令和７年度甲府地区広域行政事務組合消防事業特別会計補正予算

（第２号）につきましては、歳出において、第１款消防費は、常備消防費を追加するた

めの補正であります。歳入につきましては、第６款繰入金を追加するための補正であり

ます。 

次に、議案第１９号令和７年度甲府地区広域行政事務組合国母公園管理事業特別会計

補正予算（第１号）につきましては、歳出において、第１款公園事業費は、一般管理費

を追加するための補正であります。歳入につきましては、第５款繰越金を追加するため

の補正であります。 

次に、議案第２０号甲府地区広域行政事務組合職員給与条例及び甲府地区広域行政事

務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついては、一般職の国家公務員の給与改定等に鑑み、職員の給与を改定するための一部

改正であります。 

次に、議案第２１号甲府地区広域行政事務組合職員旅費支給条例及び甲府地区広域行

政事務組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いては、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に鑑み、旅費の種類、支給要件等

に係る所要の改正を行うための一部改正であります。 

次に、議案第２２号甲府地区広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例制

定については、消防庁の定める火災予防条例の一部改正に鑑み、火災予防に係る所要の

改正を行うための一部改正であります。 

以上が、議案第１６号から議案第２２号までの本日提案いたしました案件の大要であ

ります。御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

〇長沼達彦議長 以上で説明は、終わりました。ここで暫時休憩いたします。 
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午後 １時３７分 休 憩 

午後 ２時３６分 再 開 

〇長沼達彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。これより、ただいま議題となって

おります議案のうち、日程第３ 議案第１６号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第３ 議案第１６号について採決いたします。本案については、提案

のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり承認いたしまし

た。 

次に、日程第４ 議案第１７号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

 これより、日程第４ 議案第１７号について採決いたします。本案については、提案

のとおり認定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり認定いたしまし

た。 

次に、日程第５ 議案第１８号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第５ 議案第１８号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第６ 議案第１９号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第６ 議案第１９号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第７ 議案第２０号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第７ 議案第２０号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第８ 議案第２１号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第８ 議案第２１号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、日程第９ 議案第２２号について質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――質疑なしと認めます。 

これより、日程第９ 議案第２２号について採決いたします。本案については、提案

のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇長沼達彦議長 御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり可決いたしまし

た。 

 以上をもちまして、本定例会に提出されました議案の審議を全部終了いたしました。 

 金丸三郎議員。 

〇金丸三郎議員 議事進行という形でお願いしたいと思います。今日ここにいらっしゃ

る議員の皆さんもおそらく感じていると思うんですが、先ほどから数えると１時間ほど

これだけの案件をいうなれば処理というか議決をしたわけです。この場合、確かに、我

が広域行政事務組合の規則によったならば、全員協議会をやって、そして、休憩を含ん
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で説明をし、本会議を再開するということは間違っていないと私は思っています。 

しかし、はたしてこのやり方がこれから先もずっと続いていくのか。そこには非常に

私は疑問があります。それでいうと令和４年３月の議会で、この広域事務組合の議会で、

いうならば発足以来１９７３年にこの組合が誕生からして４９年目にして初めてこの議

会の条例を追加改正したわけなんです。そこには当然、この議会で委員会も設けること

ができるということも案文明記されています。ですから例えば、今後もこういうことを

するにあたって、やはり通常のいわゆる地方自治体で行われてるような委員会とかも設

置できるわけだから、そういったこともすべきだとそうすれば、あえて管理者の皆さん、

副管理者の皆さんも含めて一堂に会することなくて、わかりやすく言えば、本会議で議

決すればいいわけだけど、しなくても運営ができるというようにこの令和４年３月組合

議会で決めたわけだから、これについて事務当局は、どう思っているのか。この３年間、

詳しく言えば３年数か月間、全くこれを踏まえてこなかったんじゃないかと。私は今感

じています。 

ですから皆さん優秀だから多分おそらく今日、この流れが１時間ちょっとの間でです

が、これがみんな処理できてしまうぐらいなんだろうけども、私とすれば、確かに事前

に書類をもらってあるけど、今のような細かい説明に関して、やはりもっと調査研究を

したいという思いがありますのであえて発言をしました。ですから、これは管理者、副

管理者じゃなくて、事務当局の考えを述べていただきたいとお願いします。 

〇長沼達彦議長 萩原事務局次長。 

〇萩原事務局次長 それでは先ほどの金丸議員の質問にお答えいたします。金丸議員が

おっしゃった通り、令和４年の４月に議会の委員会条例が施行されました。その中で、

議会運営委員会のみがそのまま委員会として成り立っておりまして、特別委員会につき

ましては、まだ３年たちますけども設置したことはございません。そんな中で、今後に

つきまして、甲府地区広域行政事務組合と同規模の広域事務局、そういったところの議

会の運営であったりとか、委員会の設置等についてとか、設置状況について、こういっ

たものを調査していきたいと思っております。その中で、特別委員会の活用につきまし

て、調査研究していきたいと思っております。以上でございます。 

〇長沼達彦議長 金丸三郎議員。 

〇金丸三郎議員 今の答弁で良しとしますけど、本当に組合が発足して以来初めて４９
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年たって、議会をもっとより活性化させるためにです。当時の事務局の皆さんが努力し

てくださって。ちょうど今日ここにいらっしゃるけど、窪田次長さんが確かその当時、

中心的にやってくださったというふうに私は非常に評価してるんですけれども。いずれ

にしても、本当にこのわずか１時間ちょっとの間で、当局原案の通りすべて可決するこ

とは、まさに世間から言えばなんか追認議会と言われそうな恐れもありますので、是非、

今後事務局は、この辺について答弁通り考えていただければいいし、議長以下議員も、

やっぱり本当に追認議会だって言われないように努力をしていきたいと思ってますので、

あえて質問として発言をさせていただきました。よろしくお願いします。 

〇長沼達彦議長 保坂武副管理者。 

〇保坂武副管理者 発言をお許し願いたいんですけど、金丸議員さんの言われることは、

もっと広域を盛り上げていくという意味合いの中では、大切なことで賛同します。我々

も、理事会を開いて、この前に。そして審議もさせていただいたり、意見交換をさせて

いただいて、準備をして、この場に提案している経過もございます。 

特に私ども日常、皆さんから意見をいただきたいっていうのは、西署が今度新しくな

るんですけど、あそこは訓練するところで、各地区の消防署で分署をもらうのは、土地

の用意をしたりしますけど、あそこは、訓練もしているんで、甲斐市が負担するのは、

面積プラス訓練場を用意しているってことは、甲府広域の訓練場を用意していて今回ま

た新しく求めるのに、納得しちゃうと何十億もかけると、そういうのをかけなくて、２

０年３０年使っていただけるような提案もあったんですけど地元とすれば。ですがやっ

ぱり、ボンと新しくして長く使う方がいい、どっちがいいのかっていう議論もあります

けど、皆さんで御負担してやるっていうと甲斐市の負担はそれなりにまた負担が大きく

なるっていうこともありますけど、そういうことも、内々お互いに発言し合って、議論

していくことは大切なんで、是非、気がついた場面では、逐一、御発言を。輿石議員さ

んなんかも発言してくださっておりますけれど、皆さんが議場で発言することは、賛成

ですので、是非、議論をしていただいて、そしてまた、気がついた点があったら事務局

の方へ言って、御審議いただくということが大切じゃないかなとこんなふうに思います。

是非、御指導また御協力を皆さん方にいただきたいと思います。失礼いたします。 

〇長沼達彦議長 よろしいでしょうか。輿石修議員。 

〇輿石修議員 私も先日の議会運営委員会でも金丸議員が今おっしゃったことを言わし
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ていただきました。本当に４０億５０億のお金をどのようするかということであるのに

何かこう１時間かそこらの時間で、はいはいということであると我々議員もある程度勉

強しなければならんと思いますから、今、金丸議員がおっしゃった通り、そういった特

別委員会をできる条例があるんだったら、もう早急に調査研究じゃなくて、早急に、対

応してもらいたいと思いますが、その辺のところは要望で終わりますけど、よろしくお

願いしたいと思います。 

〇長沼達彦議長 樋口雄一管理者。 

〇樋口雄一管理者 条例で運営会を作られて、運営委員会の中で議論をしていただくこ

とになっておりますので、そこの中で、まず、議員間討議をしていただきまして、その

ことを当局にまたぶつけていただきながら、設置や設置しないあるいは、設置の仕方、

時期あるいは、運営方法等々、是非、それぞれの意見を出し合って、お出しいただいて、

また、私どもに提案いただければありがたいというふうに思います。こちらもこちらの

提案をさせていただいて、よりよい底上げができますよう、管理ができますよう、メン

テナンスができますようにしていただければありがたいというふうに思いますので、是

非ともよろしくお願い申し上げます。以上です。 

〇長沼達彦議長 よろしいでしょうか。 

それでは以上をもちまして本定例会に提出されました議案の審査を全部終了いたしま

したので、会議を閉じ、令和７年１２月、甲府地区広域行政事務組合議会定例会を閉会

いたします。 

午後 ２時４８分 閉 会 
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